
鳥栖市監査告示第 12 号 

令 和 5 年 5 月 1 5 日 

 

 

定期監査結果に係る改善措置の公表について  

 

 

鳥栖市監査委員 

川 﨑  真 澄 

小 石  弘 和 

 

地方自治法第 199 条第 14 項の規定による改善措置の通知を受けたので、当該通知 

に係る事項を公表します。 

 

記 

 

１．監査の対象   スポーツ文化部 スポーツ振興課 

２．改善措置内容   別添のとおり 



 令和４年度定期監査結果に係る措置について 

 

 

監査対象課 スポーツ文化部 スポーツ振興課 

 

【注意・検討を求める事項】 

◆補助金等交付事務 

○鳥栖市スポーツ振興補助金について 

鳥栖市スポーツ協会に対する当該補助金の額の確定にあたり、実績報告書等の精査がされて

いない。 

 

【措置内容】 

・市協会が種目団体に交付している補助金の使途及び金額について、令和４年度より実績報告

に種目団体から提出された「補助金内訳書」の写しの添付を求め、精査することとしました。 

 

 

【注意・検討を求める事項】 

◆契約事務 

○契約締結について 

 契約の保証について、契約締結時点において義務の履行を確保するための担保がない状態と

なっている。 

なお、当該事項は前回の定期監査において留意すべき事項として注意喚起を行っている事項

である。 

 

【措置内容】 

落札業者に、落札後すみやかに、契約締結時点からの履行保証を求めることとします。 

 

 


